みなみちた公認地域クラブＢ取扱要綱（案）


（趣旨）
第１条 この要綱は、みなみちた公認地域クラブＢ（以下、クラブＢという。）の公認に関し、必要な事項を定めるものとする。クラブＢは中学校部活動を継承するものであり、活動の具体的な実施形態や活動内容等は指導者により様々であるが、郡大会等これまで中学校部活動として出場してきた大会等については同様に出場できるものとする。
（公認の定義）
第２条 この要綱において、公認とは、地域団体等が実施するクラブ活動を学校部活動に代
わりうる活動として南知多町教育委員会（以下、教育委員会という。）が認定し、公認資格を付与することをいう。
第３条（設置する種目）
　クラブＢは、原則として中学校平日部活動と同じ種目を置くものとする。
ただし、指導者の確保や参加者数等の事情により設置が困難な場合はこの限りではない。
（認定の要件）
第４条 公認の対象となるクラブＢは、次の各号のすべてに該当するものとする。
[bookmark: _Hlk224558747]　⑴ 原則として、会員のうち南知多町の中学生が８割以上となること
[bookmark: _Hlk223439415]⑵ 適切な活動時間や休養日が設定されていること
⑶ 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な活動費等が設定されていること
⑷ 本町に登録された指導人材が活動に携わること
⑸ 持続可能なクラブの運営を目指し、複数の役員や指導者が運営に携わっていること
⑹ クラブの規約等を作成していること
⑺ みなみちた公認地域クラブ募集パンフレットへの掲載を認めること
⑻ みなみちた公認地域クラブ活動マニュアルを遵守すること
（公認の申請・更新・変更）
第５条 公認を受けようとするクラブの代表者は、みなみちた公認地域クラブＢ公認申請書（様式１）、みなみちた公認地域クラブＢ認定要件確認書（様式２）、クラブ規約等を教育委員会に提出しなければならない。
２ 教育委員会は、活動の内容を審査するため、前項の申請書のほか必要な資料の提出を求
めることができる。
３ 申請の内容を更新又は変更する際には、みなみちた公認地域クラブＢ申請書（様式１）、みなみちた公認地域クラブＢ認定要件確認書（様式２）を新たに教育委員会に提出しなければならない。
（クラブの認定又は不認定）
[bookmark: _Hlk224127776][bookmark: _Hlk188877069][bookmark: _Hlk224127788][bookmark: _Hlk188877777]第６条 教育委員会は、認定した場合には、みなみちた公認地域クラブＢ認定通知書（様式３）を、不認定の場合には、みなみちた公認地域クラブＢ不認定通知書（様式４）を当該地域クラブの代表者に交付するものとする。

（公認の期限）
第７条 公認の期限は、公認認定日から認定年度末とし、年度ごとに公認の申請を行うもの
とする。
（クラブへの指導助言等）
第８条  教育委員会は、活動報告書の受領やヒアリング、現地確認等により、クラブＢの活動状況等を適宜把握し必要な指導助言等を行い、以下に該当する場合はその実施主体等に対し、必要な指導助言等を行う。
⑴ 第４条（認定の要件）を欠く恐れがあると認めるとき
⑵ 法令又は規約等に違反する恐れがあると認めるとき
⑶ 運営が著しく適正を欠く恐れがあると認めるとき
（クラブの認定取消）
[bookmark: _Hlk224127829][bookmark: _Hlk188877867]第９条 教育委員会はクラブＢが次のいずれかに該当するときは、認定を取り消す。認定を取り消す場合には、みなみちた公認地域クラブＢ認定取消通知書（様式５）を当該クラブＢの代表者に交付するものとする。
⑴ 不正な手段等により認定を受けたとき
⑵ 指導助言等によっても、その改善がされないとき
⑶ クラブＢから認定取消の申出があったとき
２ クラブＢは、自ら認定の取消しをしようとする場合は、みなみちた公認地域クラブＢ認定取消申請書（様式６）を教育委員会に提出しなければならない。
[bookmark: _Hlk224048785]（クラブへの支援）
第10条 教育委員会は、クラブＢの活動について次に掲げる支援を行うものする。
⑴ 生徒・保護者等に対する情報提供
⑵ 地域クラブ活動の運営等への公的支援（財政支援、学校施設等の優先利用等）
⑶ 地域クラブ活動への従事を希望する教師等の兼職兼業の促進
⑷ その他クラブＢが要請し教育委員会が必要と認めたもの
[bookmark: _Hlk224120401]（指導者の申請）
[bookmark: _Hlk224127855]第11条 クラブＢの指導を希望する者は、みなみちた公認地域クラブＢ指導者希望申請書（様式７）を教育委員会に提出しなければならない。
（指導者の条件）
第12条 クラブＢの指導者は次の各号の条件を満たし、教育委員会が認めた者とする。
⑴ 申請年度末時点の満年齢が19歳以上の者
⑵ 当該クラブの活動管理及び運営に協力できる者
⑶ 当該クラブの実技指導に堪能であり、安全指導のできる者
⑷ みなみちた公認地域クラブ指導者研修を受講した者
（指導者の採用）
[bookmark: _Hlk224127928]第13条 教育委員会は、クラブＢの指導を希望する者に対し面接を実施し、みなみちた公認地域クラブＢ指導者採用面接結果通知書（様式８）により申請者に通知しなければならない。
（指導者の退任）　　　　　　　　　　                                                   
[bookmark: _Hlk224127910]第14条 クラブＢの指導者は、退任しようとするときは、みなみちた公認地域クラブＢ指導者退任届（様式９）を教育委員会に提出しなければならない。 
（指導者の解嘱等）
第15条 教育委員会は、クラブＢの指導者が次の各号のいずれかに該当する場合は、採用を取消すことができる。
⑴ 指導者としての適性を欠くと認められる場合
⑵ 指導者としてふさわしくない行為があったと認められる場合
⑶ 心身の故障により、その指導に耐えられないと認められる場合
⑷ その他クラブＢを設置すべき事由がなくなったと教育委員会が認める場合
（クラブの活動計画）　　 　　　　　　　　　                                            
第16条 クラブＢは、原則活動する月の４か月前までにみなみちた公認地域クラブＢ活動計画書兼施設事前予約申請書（様式10）により、活動計画を教育委員会に提出しなければならない。
（クラブの活動実績報告）　　 　　　　　　　　　                                            
第17条 クラブＢは、原則活動した月の翌月５日までにみなみちた公認地域クラブＢ活動実績報告書（様式11）により、活動実績を教育委員会に提出しなければならない。  
（指導者への謝金支払い）　　 　　　　　　　　　                                            
第18条 教育委員会は、クラブＢから提出された活動実績をもとに、提出日から30日以内　に指導者へ謝金を支払わなければならない。
（会員の入部又は退部）
第19条 クラブＢに入会しようとする者は、みなみちた公認地域クラブＢ入部届（様式12）を教育委員会あてに提出しなければならない。入会の登録有効期間は、入会申請を受けた日からその年度末日までとし、毎年度入部届を提出するものとする。
２ クラブＢを退会する場合は、退会する旨をみなみちた公認地域クラブＢ退部届（様式13）を教育委員会あてに提出しなければならない。
（傷害の補償）  
第20条 クラブＢの活動にかかわる傷害等については、スポーツ安全保険を適用し、指導者及び会員の保険加入手続きは教育委員会が行うこととする。
（庶務）
第21条 この事業にかかわる庶務は、教育委員会教育課において処理する。
（委任）
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則
この要綱は、令和８年３月24日から施行する。
